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この国土利用計画（池田町計画）（以下「本計画」という。）は、国土利用計画法（昭

和 49年法律第 92号、以下「法」という。）第８条の規定による基づき、池田町の区域に

おける国土（以下「町土」という。）の利用に関するして必要な基本的事項についての計

画（以下「池田町計画」という。）であり、町土の利用に関する総合的かつ長期的な行政

上の指針を定めるものです。 

法第２条では、基本理念として、国土の利用は、国土が現在及び将来における国民の

ための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤である

ことに鑑み、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会

的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡あ

る発展を図ることと定められています。 

本計画の策定にあたっては、同法第５条及び第７条の規定に基づき、それぞれ定めら

れた全国計画及び長野県計画を基本とし、かつ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第２条第４項の規定による、池田町第５次総合計画（以下「基本構想」という。）に即し

て策定し、基本構想に掲げた「人が輝き 歴史と自然が彩る てるてる坊主のふるさと」

の実現を目指すものですするものとします。 

なお、この池田町本計画は、全国計画の改定、長野県計画の改定、基本構想の改定及

び池田町総合計画の改定又は社会情勢の大きな変動があった場合は、必要に応じて見直

しを行うものとします。
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第１．町土の利用に関する基本構想 

１．町土利用の基本方針 

（２）町の沿革と地形条件 

１．町土の特性と沿革 

当町は北安曇郡の南部に位置し、面積は約 40.16㎢で、南北に約 12.8㎞、東西に約

6.2 ㎞の広がりをもち、北は大町市、南は安曇野市、西は松川村、東は生坂村にそれ

ぞれ接しています。 

地形的には松本盆地のうち「安曇野」の一角を成し、北アルプスの峻峰槍ヶ岳に端

を発する北アルプスの峻峰槍ヶ岳に源を発する高瀬川に沿ったよってつくり出された

平坦地域はな地形は砂質土壌で、ここに中心地、大字池田･、会染･、中鵜の各地区が

開けています。東山の山麓･山間地域部は粘質土壌で、ここに大字広津･、陸郷の集落

が散在しています。 

気候は概して内陸的な気候で、年間を通じて降水量の少ない地域であり、す。冬は

積雪量が少なく寒冷ですが、夏は涼しく、植物の生育も良好で住み良よい気象条件を

備えています。 

当町は、大正４年、に町制を施行し池田町として発足し後、昭和 30年に池田町と会

染村による第１次と合併、昭和 32 年には広津村･陸郷村の各一部編入合併及び明科町

の一部（中之郷･鵜山地区）の第２次合併を経て、との境界変更により中之郷･鵜山両

地区を加え、現在の池田町に至っています。西は松川村、東は生坂村、南は安曇野市、

北は大町市に接し、東西 6.2㎞、南北 12.8㎞、面積 40.18㎢を占めています。 

明治初期より生糸の生産が行われ、かつては千国街道（塩の道）の宿場として、明

治初期からは生糸生産が始まり、大正初期は岡谷、須坂に次ぐ製糸の町として栄えま

した。戦後の合併後は電機、機械を中心とした工業が発展してきました。また、当町

はあづみ野の一角を担い、高瀬川左岸一帯に広がる優良農地は、県下でも有数の米ど

ころとして、稲作を中心に農業も栄えてきましたが、知られ古くから日本酒造りも盛

んです。近年の社会構造の変化により、付加価値の高い昭和の終わり頃からは、稲作

の減反政策の対策としてカモミール栽培や、養蚕業の衰退に伴う遊休桑園を活用した

ラベンダーの栽培が始まり、それらを契機に「花とハーブの里」のとして、ハーブ生

産も盛んに行われるようになりました。近年は、東山山麓の遊休桑園がほ場整備によ

ってワイン用ぶどうの栽培農地に生まれ変わり、ワイナリーも建設されるなど、産地

化が進んでいます。 

 

（３）町土利用に関わる社会的諸条件 

２．町土利用をとりまく課題 

① 少子高齢化･人口減少への対応 

  全国的に少子高齢化、人口減少が進む中なか、当町においても同様の傾向がやや

顕著にみられます。近年の総人口の推移をみるとほぼ横ばいの状況ですが、の人口

は全国や長野県の平均より早く減少局面に入り、平成 27 年の国勢調査では、それ

まで保っていた１万人台を割り込み、総人口が 9,926人となる一方で、高齢化率は
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約 30％36.5％まで達して高まっています。現在の人口動態が継続した場合、10年後

には総人口が 10,000人となり、高齢化率も一層高まることが予測されています。一

方で、当町の住みよい環境や充実した子育て支援などが評価され、30代～60代では

増加傾向もみられます。なかでも 20～30代の女性は転出超過の傾向にあって、出生

数はこの 10 年間減少傾向にあることから、今後は、高齢者が健康で快適に暮らせ、

若い世代や子育て世代が住みたくなるようなり、魅力ある安心して子育てのできる

まちづくりがより一層求められます。 

 

② 良好な田園の保全・継承と発展のための開発とのバランスの確保とれた土地利

用の実現 

現在、池田町では、基本構想に基づき、町の持続的な発展と振興に向けた様々な

取り組みを進めています。平成 21年には「日本で最も美しい村」連合に加盟し、「魅

力あふれる美しいまち」を目指す当町は、北アルプスの眺望とを望むあづみ野の田

園里山風景景観や山麓山間部の豊かな里山風景の風景をなどの保全･継承もより意

識した大切にしたまちづくりをに取り組んでいます推進しています。町の財産であ

るこのともいえる良好な環境や景観を継承しながら次代に引き継ぎながら、町の持

続的な発展を進めていくもたらすためには、過去の土地の成り立ちも踏まえて、町

全体で保全を重視する区域と適正な開発を誘導する区域をより明確にし、とくに前

者の区域では無秩序な宅地開発によって、良好な環境の悪化や景観の阻害、将来的

な維持管理費の負担増につながるような不効率なインフラ整備等を招かないよう、

新たな宅地開発の適正なコントロールを図り、保全と開発とのバランスに留意した

のとれた土地利用を進める必要があり実現していくことが求められます。 

 

③町の産業振興につながる計画的な土地利用の実現 

池田町では、これまで、役場、病院を中心としたまちなか以外の区域では、農業

の基盤整備を進めながら、一方で散在する集落に接した農地を徐々に転用して開発

を受け入れてきました。これにより、現在では、宅地が散在している箇所もみられ、

今後の時代の変化に応じて迅速かつ柔軟に、町の発展に向けた産業振興等を図るた

めのまとまった土地の確保が難しい状況になっています。このような状況を踏まえ、

今後の産業創出の候補地としての条件を整理し、適切なエリアを選定し、計画的な

産業、雇用の創出につなげていく必要があります。 

 

④まちなかの活性化と田園集落への計画的な宅地誘導 

③ まちなかの魅力向上と賑わいの創出 

まちなかは、昔から商業が発展し、製糸業が盛んな頃にはだった昭和初期までは

多くの商店でかなりの賑わっていましたがいをみせていたまちなかは、高度経済成

長時代に入り製糸業の衰退とともに以降、高度経済成長時代に入ってからも車社会

に十分に対応しきれなかったず、商店街は次第に発展から取り残される形となりま

した。まちなかには古き良き建物も残されている一方、現在は、いずれの世代の人
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口も減少傾向にあり、は郊外部より顕著で、次代を担う後継者が少ない状況ですの

確保が困難な状況下で、建物の老朽化もは進み多くが今後 20 年以内に建替時期を

迎えることも予想されます、空き家や空き地、空き店舗化も進行しており低未利用

地の有効活用が求められます。こうそうした状況を踏まえなかで、平成 27 年度か

ら、社会資本整備総合交付金を活用したまちづくりを計画し、交流センターや道路、

公園等の建設･整備を進め、まちなかへの重点的な投資を図ってきました。今後は、

これらの投資効果を最大限に引き出し、公共施設がの集積する利便性や歴史･文化

の蓄積を活かしたて、まちなかの魅力とを高め、賑わいを取り戻すことが急務の課

題となっています生み出していくことが求められます。 

一方、市街地から離れた田園集落の一帯では、バラ立ちの宅地開発によって、ム

ダな道路や上下水道等の整備を誘発しないために、新たな宅地開発の受け入れ方を見

出す必要があります。 

 

④ 商工業の振興や雇用確保に資する開発ニーズへの適切な対応 

当町の商業施設や工業施設は、町を南北に貫く幹線道路（主要地方道大町明科線）

沿いに比較的まとまって立地していますが、時代の要請に応じながら、商工業の振

興や雇用確保に資する新たな産業用地のニーズに対して、これを迅速かつ柔軟に受

けとめ、適切に対応できるしくみが求められます。 

 

⑤地域資源を活かした農林業の振興 

⑤ 基幹産業としての農業の振興･農地の保全 

当町の平坦地は既存宅地を除き優良農地が占めており、農業は基幹産業は農業で

もあります、平坦部は既存の宅地を除くとほぼ優良農地が占めています。しかしな

がら、近年、農家の戸数は年々減少し、山麓部を中心に遊休農地や耕作放棄地も目

立ち始め散見されています。したがって、この生産基盤としての農用地を維持する

とともに、あづみ野としての田園景観を守っていく必要があります。良好な田園･

里山の風景の主要な要素となっている農用地を適切な状態で維持･継承していくた

めには、耕作のしやすさを確保し、第一義的な生産基盤としての機能を維持してい

く必要があります。 

また、長年耕作放棄地であった東山の山麓部については、近年のブドウ栽培地の

整備や、新たな特産品の作付けのための農業基盤整備事業により、その再生ワイン

用ぶどうの栽培農地としての整備が進み、荒廃桑園が農地として再整備が進みつつ

ありますされました。こうした新たな取り組みを活かしながら、これまでも取り組

んできた米やハーブの栽培と活用に併せ、など既存の取り組みと連携して、町の基

幹産業でもある農林業の振興を図る必要がありと連動した農地の保全が求められ

ます。 

 

⑥ 地域資源の活用と観光･交流･移住促進への展開 

  当町には、北アルプスや美しい田園風景を望む眺望ポイントや、季節を彩る花や
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紅葉の見どころ、営みを伝える歴史･文化的資源などの重みや豊かな生活の営みを感

じさせる場が町の随所に、数多くの「いいところ」があります。にもかかわらず、

観光利用者の数は伸び悩んでいるのが現状です。道路整備や観光施設の設置のみな

らず、そうした魅力を満喫して楽しめるウォーキングやサイクリングなどの観光利

用ニーズも高まりつつあるなかで、今後は美しい田園風景や森林環境など、土地の

もつ潜在的な魅力を活かした体験型観光や地域内外の人々との交流、さらには移住

の促進につなげていく観光展開が求められています。 

 

⑦価値観やニーズの高度化、多様化への対応 

 

⑦ 自然と共生した安心･安全なまちづくりの実現 

令和元年東日本台風をはじめ、近年、全国的に自然災害が頻発･激甚化するなか

で、当町も地震や洪水、土砂災害など様々な災害リスクを抱えています。これらの

災害リスクは局地的なものではなく、地形的な条件により、町内の至るところに

様々な災害リスクがあり、そうしたリスクへの対応は、ハード面での対策や立地コ

ントールだけでは解決の図れない課題です。そうしたなかで、「グリーンインフラ」

など自然の機能を活用した社会資本整備や土地利用にも着目し、行政のみならず、

住民や民間企業･団体が協働･連携し、一体となって、自然と共生した安心･安全な

まちづくりの実現を図っていくことが求められます。 

 

（１）基本理念 

３．町土利用の基本理念 

町土は、現在及び将来における町住民のための限られた資源であるとともに、町住

民の諸活動の基盤であり、さらにそのもとに成り立つ優れた自然環境や景観は、町住

民共有の貴重な財産です。 

したがって、町土の利用にあたっては、町住民全体の幸福すなわちや事業者らの理

解と協力のもとに、公共の福祉を優先させるものとし、自然環境のや景観を保全を図

りしつつ産業を活性化させ、地域の目的、自然的、社会的、経済的及び文化的条件に

配慮して、健康で文化的な住み良よい生活環境の確保と町土の均衡ある発展を図って

いきることを基本理念とし、以下４つの基本方針を町土利用に関する全体方針として

位置づけます。 

基本構想では、子どもから大人まで池田町に住んでいる人全てが、地域の歴史や文

化、自然に親しみ、瑞々しい感性を養いながら、毎日楽しく充実した生活が送れるよ

うなまちづくりを目指して、「人が輝き 歴史と自然が彩る てるてる坊主のふるさと」

を基本理念に掲げ、豊かなまちづくりにつながる町民一人ひとりの達成すべき５つの

基本目標を定めています。 

（１）人びとを活かしてくれる緑と水 自然をこよなく愛する町にしましょう 

（２）自らも学び 個性を伸ばし創造を育む町にしましょう 

（３）働くことに喜びをもち 産業をひらき活力ある町にしましょう 
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（４）自分を大切にするように 他人をも大切にする思いやりのある町にしましょう 

（５）あいさつをかわし楽しく話しあえる 明るい町にしましょう 

基本構想に示されたこれらの理念･目標を踏まえて、町民と行政が協働して、総合的

かつ計画的な土地利用を行うこととします。 

 

① 良好な田園保全・継承と発展のための開発とのバランスの確保 

・保全を重視する区域と適正な開発を誘導できる区域の明確化、計画的かつ慎重な

土地転換 

・農山村部での農用地や森林の適正な保全 

・自然環境の保全、歴史的風土の保全、公害防止などへの配慮 

 

② 町の産業の振興につながる計画的な土地利用の実現 

・まちの発展に向けた産業など迅速かつ柔軟に図るための、まとまった土地の確保

が可能なエリアの選定 

 

③ よりよい生活環境の確保と定住人口の増加 

・受益者減少に沿ったインフラ、公共施設の統廃合、維持の効率化 

・合理的、効率的で住みよい市街地の形成、都市機能が充実した地域への人口の誘

導、散発的なインフラ整備の回避 

・治山･治水･砂防の防災機能の向上などによる町土の安全性の強化 

・土砂災害の恐れのある箇所などに係る警戒避難体制整備や建築物立地抑制などの

対策 

 

④ 地域資源を活かした持続可能な発展と活性化 

・農用地の流動化、集団化による農作業の効率化、高度利用による生産性の向上、

高収益な農産物生産の推進 

・自然とふれあう場として、良好な生物生息空間の保全 

 

（４）利用の基本方向 

  今後の町土利用を計画するにあたっては、基本構想を基本として町土の安全性の確

保、環境保全、土地の有効利用等の観点に立った計画的調整を図ります。 

４．町土利用施策の方向性 

（１）全体の方向性  

① 土地利用需要の量的調整 

   人口減少に伴い、全体的に土地需要は減少し、低･未利用地が増加していくことを

念頭に置きつつ、人口減少下においても、政策的に見込むあるいは局所的又は特定

の用途において見込まれる土地需要に対し、計画的かつ弾力的な対応を図ります。 

都市部での土地利用まちなかでは、既存の宅地の高度利用や、空き家や空き地な

ど低･未利用地の流動性を高め、それらの土地の有効活用を促すことで、合理的、か
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つ効率的対応による土地の高度利用を促進し、併せて、住み良いうるおいのある都

市地域の形成な土地利用を推進しながら、土地需要を優先的に受け入れ、都市的土

地利用の集約を図ります。   

また、農山村部での土地利用について郊外部では、美しい景観や豊かな自然循環

の維持に配慮しつつ、農林業の生産活動やゆとりある生活空間の場としての役割を

認識し、環境の基盤となっている農用地や森林の適正ななど自然的土地利用の保全

を重視し、都市的土地利用への転換は限定的にし、抑制を図りっていきます。農用

地、森林、宅地等利用目的に応じた区分（以下「利用区分」という。）の相互間の土

地転換については、復元の困難性を考慮し、計画的かつ慎重に行う必要があります。

既存のコミュニティの維持･継承に資する、あるいはその他政策的に受け入れる必

要のある土地需要に対しては、低･未利用地の活用を重視しながら、集落の成り立

ちや団地や都市基盤などこれまでの整備状況も勘案して、必要最小限を受け入れて

いきます。 

  

② 土地利用の質的向上 

当町は、東部の森林部を中心に地すべり地帯が多く、災害を受けやすいという特

性があります。そこで、まず町土の安全性を強化することが重要です。そのため、

森林の持つ町土保全機能の向上、治山･治水･砂防の防災機能の向上を進めるととも

に、土砂災害の恐れのある箇所について土砂災害危険防止法に基づく土砂災害警戒

区域等の指定を進め、警戒避難体制の整備や建築物の立地抑制等の総合的な対策を

図ります。 

   また、快適性及び健康性の確保のために、自然環境の保全、歴史的風土の保存、

公害の防止等に配慮し、都市部においては、土地の高度利用等によるゆとりある環

境を確保するとともに、農山村部においては、地域の活性化を図りつつ、緑資源の

確保及びその積極的活用を進めます。 

土地の利用にあたっては、常にその土地の成り立ちや地理的条件を踏まえ、地震

や洪水、土砂災害などの各種災害のリスクの程度や、生態系や周囲の生活環境に及

ぼす影響を考慮するとともに、自然環境や歴史･文化さらには景観的なポテンシャ

ルを活かして、町土の魅力を高められるよう、適切な規制･誘導を図ります。 

   とくに高瀬川左岸の平坦部は河川の氾濫や浸水、東山の山麓･山間部は土砂災害

といったリスク特性を考慮しつつ、現況の土地利用や過去の履歴も踏まえて、全町

的な観点から、都市的土地利用の計画的な立地コントロールを行い、自然と共生し

ながら、産業基盤を維持し、暮らしの安全性の確保と快適性の向上を図っていきま

す。 

  

③ 町土利用の総合的かつ戦略的な土地マネジメントの推進 

 町土利用の総合的なマネジメントに関しては、個別の土地利用を事前に把握でき

るしくみを構築し、地域の実情を踏まえた弾力的対応と適切な調整を行います。ま

た、土地利用が広範囲に及ぼす影響も十分に考慮し、必要に応じて、関連主体との
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調整を行います。 

土地は有効に利用され、適切に維持管理されることで、その価値が高まり、機能

性が担保されます。人口減少や産業の構造的な変化が進み、現状利用の継続性が不

確実な状況下で、町土をよりよい状態で次世代に継承していくためには、総合的な

管理で全町的に土地需要の量的調整や質的向上を図るとともに、集落など地域コミ

ュニティの単位での戦略的なマネジメントも求められます。 

地域ごとに現況や課題や資源を共有し、土地利用の方向性を定めて、将来的な土

地の管理のあり方を見出し、実践していくきめ細かなマネジメントの取り組みを推

進します。 

 

④ 新たな公共の担い手との行政･住民･事業者らの連携･協働の促進 

 町民、NPO、企業などによる社会参加や社会貢献の気運が高まるで、土地の公共性

を鑑みる中なかで、行政のみならず、住民、事業者ら多様な主体が、町土利用の基

本理念を共有し、その実現に向けて、それぞれが持てる力を活かし、行政と目的意

識や責任を分かち合いながら、相互に連携して、町土の適正な利用や管理に主体的

かつ積極的に関わるっていく協働の取り組みを促進します。 

 

２．利用区分ごとの町土利用の基本方向 

（２）利用区分別の方向性 

① 農用地 

農用地については、基本構想における農業の目標生産額を確保し、安全で生鮮な

農産物や主要穀物を安定して的に供給するために重要な基盤であるとともに、良好

な自然環境や生活環境の維持及び良好な生活環境をつくるためにも･創出に重要な

要素にな役割を担っており、将来にわたって必要な農用地のを確保や整備をし、計

画的に整備を行います。 

将来とも農業を振興する既存の優良な農用地については、水田を中心とした農用地

の流動化、集団化による農作業の効率化を図るなどや農業経営の安定･向上化を目指し

ます。そのために必要な規模やまとまりを保持するとともに、必要な基盤整備を進め、

農用地の保全と高度利用を推進します。また、田園地域における緑地空間の形成等多

面的利用を図りながら、花卉･果樹など付加価値の高い農産物の生産、ハーブ栽培など

の観光利用を推進します。とくに平坦部は、水田を主体にしつつ、転作作物や花卉･

果樹など付加価値の高い農産物の生産、観光利用も念頭に置いたハーブ栽培など多面

的な利用を展開し、東山の山麓部は、ワイン用ぶどうの産地として、必要に応じ、栽

培面積の拡大を図ります。山間部は、野生鳥獣による農産物被害の抑制に努めながら、

暮らしに身近な農用地の保全を図ります。 

 

② 森林 

森林については、木材生産の場としての機能及びのほか、水源かん養や二酸化炭

素の吸収、土砂災害防止、環境保全等など多彩な役割を担っているため、公益的機
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能を総合的に発揮できるよう、の維持･向上に必要な森林の育成と保全整備と保全･

育成に努めます。また、町住民の健康増進及び地域振興のや観光･交流促進の観点か

ら、自然環境の保全に留意しつつ、良好な保健休養林として機能を強化するととも

に、多面的な活用を地域住民らと協働で里山林の整備を行い、自立的･持続的な森

林管理を図ります。 

 

③ 水面･河川･水路 

河川･や水路については、河川の氾濫地域における安全性のを確保しながら、農業

用用排水路の整備等を計画的に推進するとともに、流路としての基本的な機能を維

持するとともに、治水や利水、環境面で、さらには優れた良好な自然環境及びや田

園景観を形成する重要な要素として、必要な整備･保全に努めます。 

また、整備にあたっては、自然環境の保全に配慮するとともに、うるおいとやす

らぎの場としての親水性の向上を図る等多面的利用に配慮します。 

安全性の確保については、平常時と災害時を想定し、関係機関と連携して、ハー

ド･ソフトの対策を一体的かつ計画的に進めます。また、治水や利水面でのハード

対策を行う際は、自然環境や景観にも配慮した整備･改修を推進します。さらに平

常時には、散策やレクリエーション空間としての河川敷地の利用など親水空間とし

て利活用や、生き物の生息空間（ビオトープ）としての保全･創出も考慮して、河

川･水路の多面的機能の発揮を図ります。 

 

④ 道路 

   一般道路については、車社会に対応した円滑な交通機能の確保と町民が快適な生

活を送るために必要であり、宅地需要の動向等を踏まえながら、計画的な用地確保

を行います。主要幹線道路や生活道路等の整備･改善を促進し、地域経済の広域化、

効率化を図ります。 

   整備にあたっては、沿道景観や歩行者、特に高齢者、身体障害者、子供の安全性

に重点をおいた道路環境づくりが求められており、道路の持つ多面的機能にも配慮

します。 

農林道については、農林業の生産性向上及び農地、林地の適正な管理を図るため、

自然環境の保全に配慮しつつ整備を進め、必要な用地の確保を図ります。 

道路は、暮らしや産業を支える基盤として、安全性の確保や利便性の向上に資す

る整備･改良を推進します。新たな整備に関しては、今後、人口減少に伴い、既存

道路の維持管理にかかる費用の負担増が見込まれるなかで、とくに幹線道路は、広

域的な視点や都市的土地利用の誘導方針等を踏まえ、現在の交通量の把握や将来の

需要予測をしたうえで、必要性や優先度を見極め、計画的な整備を図ります。 

また、今後の道路の整備･改良においては、自動車のみならず、歩行者や自転車

の安全で快適な通行空間を確保することを重視し、とくにまちなかでは、回遊性や

滞留性を確保して道路空間の利活用を促進し、人を中心にした道路環境づくりに努

めます。 
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⑤ 住宅地 

住宅地については、新規流入人口の受け入れや地域特性を考慮した快適な居住環

境の実現を目標として、生活関連施設の整備を進めながら、民間活力も含めて既存

都市部やその隣接区域、また農村部の一部に適切な誘導を図っていきます。 

また、住工混在による環境悪化を防止するため、土地利用区分に沿った秩序ある

都市的地域の整備や緑地の確保に努めるとともに、公共施設の整備や安全性の向上

を目指し、ゆとりある快適な住環境の整備に努めます。 

新たな住宅地は、既存の集落や住宅団地などのまとまり、生活に必要な都市基盤

の整備状況、自然災害に対する安全性などを踏まえ、総合的な観点から優先的に誘

導すべきエリアを明確にしたうえで、人口減少に伴い、今後増加が見込まれる空き

家や空き地の利活用を促すとともに、自然環境や景観との調和を十分に考慮したう

えで、秩序ある受け入れを図ります。 

とくに公共施設の集積するまちなかには積極的な居住誘導を図り、郊外では既存

のコミュニティの維持や周辺環境の特性を活かした居住地形成を促します。 

  

⑥ 工業用地 

工業用地については、これまで林中工業団地等の造成を行い工業の振興を図って

きました。を核にしながら、幹線道路を活かして、自然環境や景観、さらには周囲

の生活環境と調和の図れる場所に、産業を誘致し、地域ブランドの向上や雇用創出

に努めます。 

今後も次代産業をリードする技術集約度の高い産業や景気に強い安定性のある産

業の誘致を行い、雇用の確保と地域社会との調和や環境保全を考慮した産業施設の

拡充を図ります。そのための大規模な工業用地は住宅地と分離する方向で適正な候

補地を設定し、配置します。 

また、工場跡地については、周辺の土地利用との調和を配慮するとともに、基本

構想に沿った有効利用を図ります。 

先の読みにくい時代のなかで、町が新たに工業団地を造成して、まとまった用地

を確保しておくことは困難であることから、企業のニーズに応じて、求める条件に

見合う工場跡地や低未利用地がある場合はその有効利用を優先しつつ、円滑かつ迅

速に用地検討が行えるよう、あらかじめその候補となるエリアを明確にしておくこ

とにより、一定の計画性を担保します。 

 

⑦ その他の宅地 

その他の宅地については、とりわけ都市地域は、事務所や店舗などその他の宅地

は、低･未利用地の有効活用や土地利用の高度化、良好な都市的環境の形成に努めを

促進し、必要に応じて周辺囲の農業的土地利用用地との調整を図りますながら、ま

ちなかへの集積を図り、利便性の高い魅力ある都市的環境の形成に努めます。また、

既存商店の活性化や新たな商店街の形成等を考慮しながら必要な用地を確保すると
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ともに、社会情勢に対応した公共･公益施設の用地の確保及び既存施設の有効活用を

図ります。 

郊外では、幹線道路沿道などで良好な景観を阻害するような場所への無秩序な立

地は抑制しながら、日常生活に必要な店舗等に限定して適正な場所に受け入れます。 

大規模な商業施設等については、新たな工業用地の確保と同様の考え方で、一定

の計画性をもった立地･誘導を図ります。 

 

⑧ その他 

上記以外の主な利用区分その他としては、公園･緑地、運動施設などの公共空地や、

役場や学校、スポーツ施設等など公共の建物用地がありは、全町的な視点で適正な

場所に用地を確保し、整備することが求められます。これらの用地は豊かな生活を

求める基礎的なものであるため、社会的条件、町民の要望等を十分考慮して、必要

な用地を確保し、適正な整備を図るとともに、既存施設の高度利用を推進します。 

また、耕作放棄地等の未利用地については、周辺の土地利用との調和を図りつつ、

有効かつ適正な利用に努めます。 

当町においては既に一定の施設が整備され、将来の人口減少も鑑みるなかで、今

後は、長期的な視点で施設の更新や長寿命化などに重点的に取り組み、必要に応じ

て、施設の統廃合なども検討します。 
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第２．町土の利用区分ごとの規模の目標及び地域別の概要 

１．利用区分ごとの規模の目標 

（１）目標年次 

計画の目標年次は、平成 31 年（2019年）令和 11 年（2029 年）とし、基準年次は、

平成 21年（2009年）令和元年（2019年）とします。 

 

基準年次 

平成 21年 

（2009年） 

令和元年 

（2019年） 

 目標年次 

平成 31年 

（2019年） 

令和 11年 

（2029年） 

 

（２）人口及び世帯数 

  町土利用に関して基礎的な指標となる人口及び世帯数は、第６次池田町総合計画の

基本構想に示された目標人口を踏まえて、下表のとおりとします。なお、これらは、

住民基本台帳の日本人のみのデータに基づく数値です。 

 

 

 

基準年次 

平成 21年 

令和元年 

 目標年次 

平成 31年 

令和 11年 

人 口 
10,608 

9,417人 

392人増加 

474人減少 

11,000 

8,943人 

世 帯 数 
3,761 

3,575世帯 

140世帯増加 

182世帯減少 

3,901 

3,393世帯 

 

（３）町土の利用区分 

町土利用における利用区分は、農用地、森林、原野、水面･河川･水路、道路、宅地、

その他の地目別区分とします。 

 

（４）規模の目標の設定方法 

利用区分ごとの規模の目標については、基本構想の基本指標を前提として、過去の

推移及び将来の変化の見通しに基づいて推計し、土地利用の実態との調整を行い、定

めるものとします。 

 

（５）利用区分ごとの規模の目標 

  目標年次（平成 31年）（令和 11年）の利用区分ごとの規模の目標は、次ページに示

すとおりとします。 
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＜平成 31年令和 11年の利用区分ごとの規模の目標＞ 

 

① 農用地 ·············· 農用地については、道路、宅地、その他への転換により、

20ha 19ha 程度減少を見込み、863ha 836ha程度としま

す。 

 

② 森 林 ·············· 森林については、現状と変わらない 2,139ha 2,149ha

程度とします。 

 

③ 原 野 ·············· 原野については、今後とも存在しないものとします。 

 

④ 水面･河川･水路 ······ 水面･河川･水路については、現状と変わらない 116ha 

142ha 程度とします。 

 

⑤ 道 路 ·············· 道路については、宅地整備に伴う整備等により 3ha 5ha

程度増加を見込み、172ha 226ha程度とします。 

 

⑥ 宅 地 ·············· 宅地については、住宅地･工業用地･その他の宅地ともに

10ha 程度増加を見込み、301ha 303ha 程度とします。

内訳は次以下のとおりです。 

 

  a)住宅地 ············· 住宅地については、新規たな居住者及び世帯数の増加等

の受け入れにより、5ha 2ha 程度増加を見込み、206ha 

269ha 程度とします。 

 

  b)工業用地 ··········· 工業用地については、新規たな産業の用地として、8ha 

5ha程度増加を見込み、21ha 16ha 程度とします。 

 

  c)その他の宅地 ······· その他の宅地については、都市化の進展等により、2ha 

3ha程度増加を見込み、21ha 18ha 程度とします。 

 

⑦ その他 ·············· その他については、ほ場整備に伴う農用地からの転換に

より、2ha 4ha 程度増加を見込み、427ha 360ha程度と

します。 
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２．地域別の概要 

（１）地域区分 

  当町の自然的、社会的な条件を踏まえ、以下に示す９つの地域（16ページ参照）に

区分し、各地域の特性を活かした計画的な土地利用を推進していきます。 

 

① 市街地形成地域 

まちなか一帯の建物が集積している区域（長野県が容積率 200％、建ぺい蔽率 70％

に指定している地域）とその周辺の主な道路等に囲まれた範囲を市街地形成地域と

して設定します。 

この地域は、町役場、病院など町の中枢となる施設が集積しており、将来に向け

てもこの機能を維持できるよう、都市基盤の改良等を進め、中心市街としての暮ら

しやすさの向上を図り、新たな定住者も受け入れていく地域とします。 

住宅地や緑地、道路等の用地を確保し、都市環境整備を行うとともに、まちなみ

景観等を考慮した均衡のとれたうるおいのあるまちづくりを進めます。 

特に、幹線道路沿いでは、商業的な土地利用など生活に密着した施設の誘導も推

進します。 

また、工場跡地や商業用地の再活用などを含めた土地の有効活用について具体化

を図ります。 

 

② 産業振興地域 

林中工業団地の範囲を産業振興地域として設定します。この地域は、隣接する池

田工業高校との連携を図る等、池田町における産業振興の取り組みの拠点として、

既存の工業団地の維持と活用を図る地域とします。 

 

③ 田園環境保全地域 

町の平地部で農地の広がる地域のうち、主に大規模な圃ほ場整備が行われた範囲

を田園環境保全地域として設定します。 

水田地帯が広がるこの地域は、まとまった農地が広がり、あづみ野らしさが滲み

出ている地域です。厳しい農業情勢の中で、様々な農業関連の計画等に基づく取り

組みを推進し、営農環境の改善を図り、今後も優良農地としての維持と営農環境の

保全に重点をおく地域とします。 

なお、この地域に広がる農地の中でも、これまで基盤整備のための投資が少なく、

小区画で営農条件にも優れず、また広域交通網に近く、将来的に交通網を効率的に

整備でき得るまとまりのある区域は、新たな産業や雇用創出のための土地利用の候

補地としていくこととします。 

 

④ 田園環境活用地域 

既存の集落のまとまり（下水道が整備されている地域を含む。）と、その周囲の道

路に囲まれた範囲を田園環境活用地域として設定します。 
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下水道の整備されている既存集落が大部分を占めるこの地域は、周囲に農地が広

がる良好な居住環境となっています。 

農振農用地の除外･農地転用の許可基準等との調整を図りながら、既存集落の一帯

に新たな宅地整備を計画的に誘導し、良好な田園環境を活かしながら集落のコミュ

ニティを持続させていくことを目指す地域とします。あわせて、地域内に４地区あ

る景観形成住民協定のさらなる締結を推進していきます。 

主要地方道大町明科線沿いに続く非農用地は、住居系の用途に限らず、広域的な

交通網も活かし、事業所や商業施設の立地も可能とし、町の振興につながる土地利

用を目指します。 

 

⑤ 山麓集落地域 

東山山麓部の集落と、そのまわりの道路に囲まれた範囲を山麓集落地域として設

定します。 

この地域は、北アルプスや田園風景を望む良好な生活環境の場を保全することに

重点を置いた土地利用を誘導していく地域とします。 

また、土砂災害防止法に基づく警戒区域などに指定された区域が多く含まれるこ

とから、新たな開発における安全対策、防災に関する措置を十分に行うよう留意し

ていくものとします。 

 

⑥ 里山空間保全･活用地域 

東山山麓部の南部地域で、新規に整備の進む中山間基幹農道の上流側より上段の

森林までの区域と下流側段の一部の区域を里山空間保全･活用地域として設定しま

す。 

この地域は、北アルプスや田園風景を望む良好な環境となっています。平成 18

年度以後降進められているブドウ栽培等の農業振興策を、今後も引き続き計画的に

進める地域とします。 

なお、地域内には集落周辺の森林や雑種地、農地から原野化した土地など、規

制が緩い土地も散在します。非効率的な社会基盤整備を避けるためにも、地域内で

の一般住宅、工業施設、商業施設等の無秩序な開発を制限します。 

 

⑦ 山村集落地域 

広津、陸郷地区を中心とした地域を山村集落地域として設定します。山麓集落地

域や里山空間保全･活用地域との境界は、地形的な区分や地目の区分が明確な箇所で

設定します。 

この地域には、森林が広がり、保安林や災害危険箇所等の指定地が多くみられま

す。また、農地の荒廃が進み他の用途への利用も困難な状態にあります。 

地域全体が水源涵かん養や環境保全、景観形成、レクリエーションなど、多面的

な機能を有する貴重な資源であることを再認識し、総合的な治山･治水･砂防対策や

荒廃農地の再生等を図ります。 
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また、近年、過疎化と高齢化が急速に進む一方で、人と自然の共生した暮らしが

見直され、都会からの移住者も増えつつある中で、地域の要望を踏まえた生活環境

の向上を図るとともに、都会にはない魅力的な地域づくりを進めます。 

 

⑧ 森林空間保全･活用地域 

大峰高原白樺の森を中心とした地域を森林空間保全･活用地域として設定します。

この地域では、良好な森林を保全しながら、レクリエーションを通じた活用の場と

しての機能を高めるための整備を進めます。 

 

⑨ 水辺空間保全･活用地域 

町内に位置する高瀬川の河川敷を水辺空間保全･活用地域として設定します。 

この地域は、これまで、アルプス広場、あづみ野広場として、スポーツ･レクリエ

ーションの場に利用されており、今後も松川村及び安曇野市、大町市と調整を図り

ながら、水辺でふれあう憩いの場として空間の有効利用を図ります。 
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図 土地利用構想図 
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（２）道路計画 

  道路は町住民の日常生活や産業活動に必要な移動空間であり、町土の有効利用及び

良好な都市、農村基盤の整備を進めるための重要な施設です。具体的には基本構想池

田町総合計画や関連計画に基づき整備を進めていきます。 

 

① 幹線道路 

南北の広域幹線道路がである主要地方道大町明科線に限定されている現状を踏ま

えを基軸にしつつ、本計画では、10年先を見据え、災害時のリダンダンシー（冗長

性）確保のため、既存の道路を有効活用して、比較的早期に実現可能な町内の南北

方向の幹線として代替的に機能する道路の整備を進める方針とします。 

また、まちなか一帯の安全性や円滑な通行確保のため、東西方向の広域幹線道路

として複数の候補路線を検討していきますも機能する幹線道路網の強化を検討しま

す。 

上記のほか、南北方向の広域幹線道路との接続を強化するため、現在、長野県で

進めている松本糸魚川連絡道路の検討や整備の進捗に合わせながら、これまでも構

想されている林中と松川村細野を結ぶ橋梁とその接続道路や、高瀬川左岸の道路の

複線化についても検討を進めていく方針です。 

 

② その他の生活道路 

１級道路※1、２級道路※2を中心としたに生活道路として機能する町道の改善改良

を図りるとともに、老朽化した既存舗装の補修など老朽化する既存の道路の適切な

補修を進めます維持管理に努めます。 

 
※1 １級道路とは、都市計画決定された街路や、主要集落（戸数 50 戸以上。以下同じ。）とその集落と密接

な関係にある他の主要集落とを連絡する道路などです。 

 

※2 ２級道路とは、都市計画決定された補助幹線街路や、集落（戸数 25戸以上。以下同じ。）同士を連絡す

る道路や、集落とその集落と密接な関係にある一般国道、県道、1級町道とを連絡する道路などです。 

 

③ 農道 

平坦地の農道は拡幅整備が完了しほ場整備などに伴い、必要な道路整備を進める

ともに、生活道路としての役割を担っていますも機能している既存の農道について

は、適切な維持管理に努めます。中山間地域の条件不利地域の農道は、県営事業等

により拡幅及び舗装化を進めていきます。 

 

④ 林道 

必要に応じ、既存の林道の未舗装部分の舗装化及び路肩周辺のや拡幅等の整備を

随時進めていきます。 
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第３．第２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

１．公共の福祉の優先 

土地については、公共の福祉を優先させるとともに、その所在する地域の自然的、

社会的、経済的、文化的諸条件に応じて適正な利用が図れるよう努めます。  

そのためにまた、土地利用に関する各種の規制措置、誘導措置などを通じた総合的

な対策を実施し施策の展開を図り、池田町総合計画の基本構想に掲げる「人が輝き 歴

史と自然が彩る てるてる坊主のふるさと」「温かい心・豊かな文化・活力ある産業が

育ち魅力あふれる美しいまち」の実現を図ります。 

 

２．適切な土地利用コントロールの推進方策の拡充 

（１）土地利用調整基本計画の策改定 

本計画において図示した土地利用構想としてに沿って定めた地域ごとに、向こう 10

年を見据えて立地可能な施設等規定した「池田町土地利用調整基本計画」を定めます

の適正運用に努めるともに、10 年ごとの改定のほか、定期的な見直し･改定に行い、

継続的に改善します。 

 

（２）各種法制度との拡充整合･独自条例の運用 

本町の適正な町土利用の推進にあたっては、都市計画法、建築基準法、農業振興地

域の整備に関する法律、農地法、森林法、その他土地利用に関する諸法令と町独自で

定める土地利用に関する条例等に基づき、適切な規制･誘導を行うものとします。 

特にまた、町独自で定める条例に関しては、「池田町土地利用調整基本計画」をの実

現していくための措置や一定規模以上の開発での地元説明等の実施を規定した「池田

町の土地利用及び開発指導に関する条例」を制定しますに向けて、用途変更も含む開

発事業の実施に際して、必要な手続きを定めている池田町の土地利用及び開発指導に

関する条例の適正運用に努め、地域の実情にも応じながら、町の良好な環境の保全と

発展とをバランスよく保った土地利用の実現を図ることを目指します。 
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３．地域整備施策の推進 

地域の均衡ある発展を目指し、以下に示すエ   

リアごとに整備施策をまとめます。 

 

（１）中心市街地エリア 

人口が集中するまちの中心として、ソフト、

ハードの両面から、便利と安心の整った生活空

間の再生を目指します。まちなかについては、

土地や資産活用に関する意向を把握しながら

人口流出防止策の検討、公園整備や歴史･文化

的資源を巡る動線整備等、うるおいや、やすら

ぎを感じる地域づくりを進めます。 

 

（２）北部田園集落エリア 

山麓部に広がる良好な居住環境を維持し、景

観育成住民協定区域の拡大を図りながら、自然

と出会い、ふれあう地域づくりを目指します。

平坦部の田園地帯においては、水田を中心に良好な営農環境の保全を図るとともに集

落周辺の新規居住の集約を進めます。 

 

（３）南部田園集落エリア 

田園地帯や山麓部にある良好な居住環境を維持しながら、クラフトパークやハーブ

センター等の拠点施設を活かし、花とハーブの香りあふれる地域づくりを目指します。

農地については、圃ほ場整備がのなされていない田園のうち集落に近い区域では、宅

地に誘導し、集落の活性化、やコミュニティの持継続を図ります。集落から離れた区

域では、生産性の高い畑作作物への転換を進めていく、あるいは、産業振興につなが

る新たな土地利用の誘導を検討していくこととします。 

山麓部にある耕作放棄地遊休桑園では、農業振興基本計画（池田東部地区）に基づ

きブドウワイン用ぶどう栽培等の基盤整備が進みました。今後も、引き続き、関連事

業を着実に進め、土地条件に適した農業振興に取り組みます。 

その他の田園においては、優良農地の保全を図りながら、住居系、工業系等の調和

のとれた土地利用の誘導を図ります。 

 

（４）山村集落エリア 

自然と共生した暮らしの場として、今ある良好な環境の保全を図りながら、山の集

落の味わいを後世に伝える地域づくりを目指します。 

地域の大部分を占める森林空間をはじめ、地域の各所に点在する花や紅葉の見どこ

ろ、歴史･文化的資源等を活かしながら、地域を満喫できるネットワークづくりを進め

ます。また、過疎化のさらなる進行を踏まえて、これらの地域資源を活かした観光振

 

中中心心市市街街地地エエリリアア 

北北部部田田園園集集落落エエリリアア 

山山村村集集落落エエリリアア 

南南部部田田園園集集落落エエリリアア 
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興や定住促進のための基盤づくりにつながる施策を早急に立案し、対策を講じていく

こととしの展開を図ります。 

 

４．土地の有効利用の促進と土地利用転換の適正化 

都市地域における低･未利用地の有効活用、農村地域における耕作放棄地の高度利用

を図るとともに、土地利用区分ごとに本来的な利用のみならず、環境への配慮を十分

に踏まえた上で、多面的な活用を図ります。 

 

（１）農用地 

農用地は優良農地の保全を重視し、その利用転換については、農業振興地域内の農

用地区域における農業振興地域整備計画のや変更（農用地区域からの除外）申請時の

可否の判断に際し、今後定める土地利用調整基本計画の考え方を適用していくことと

しと整合の図れるものに限定し、無秩序な農地転用をは抑制し、優良農地を保全して

いきます。 

 

（２）森林 

森林の利用転換については、水源かん養や保健休養など森林のもつ有する多面的な

機能に配慮しを踏まえて、森林の保全と林業経営の安定に留意しつつ、適切な維持管

理のもとに保全を重視するなかで、その利用転換は、災害の発生及びリスクを高めた

り、自然環境の悪化の防止、水源涵養及び保健休養の場の確保に支障を招くことのな

いよう十分考配慮して、周辺の土地利用との調整を図り林業経営にも留意します。 

 

（３）その他 

大規模な土地利用転換については、あらかじめその影響について候補地を定め、周

辺地域も含めた事前調査を十分に行いったうえで、関連計画との調整、整合や住民の

意向を参考に反映しながらて、町の発展に資する適正な土地利用の確保を図りますに

限定して行います。 

 

５．環境の保全と安全性の確保 

町土の保全、災害防止、自然環境の保全、歴史的風土の保全、文化財の保護等を図

るため、関連法令に基づき、必要に応じて土地利用を規制する区域を設定するために

必要な措置を講じます。 

 

（１）治水･利水機能の維持強化 

治水については災害防止や環境保全を図るために、関係機関と連携して、砂防、地

すべり対策、急傾斜地崩壊対策事業、水害対策など必要なハード整備を進めるととも

に、土砂災害危険防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定、や浸水想定区域をもとに

などの災害リスクを示すハザードマップの作成整備等を推進し、自然災害の恐れのあ

る箇所を的確に把握しながら、災害予防と被害を軽減するさらなる治山治水への取り
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組み周知や地域コミュニティでの対応などソフト面の対策を強化します。 

また利水については、既存の農業用用水路等の適切な維持管理に努めます。 

 

（２）安全で快適な暮らしの確保 

町住民の生活における安全性･快適性の向上のために、クラフトパークをはじめとす

る町内の拠点的となる公園･広場の防災機能の強化を図るとともに、身近な公園の整備、

道路や公共施設における緑化や花による修景等、維持管理など、住民らと連携して、

地域に根ざした身近な生活空間の環境の維持･改善を進めていきに努めます。 

 

（３）良好な生物生息空間の保全 

岡堰や前川をはじめ、町内を流れる河川･水路の治水･利水機能を高めるとともに、

安全性に配慮しながら、良好な生物生息空間としての機能を保全し、安全性に配慮し

ながら、や自然とふれあう場として、親水機能を高めるの向上に資する整備を推進め

ていきします。 

 

（４）住民主体の景観育成の取り組みの推進 

町内で締結されている景観形成住民協定は、町の景観形成や集落単位での主体的な

地域づくりの取り組みをの象徴する重要な取り組みです。本計画の策定や条例の制定

等を契機に、この協定のさらなる締結を推進し、住民一体で進める美しいまちづくり

を今後も進めます。 

さらにまた、新たに定める開発の事業に関する技術基準に基づいて、事業者に求め

る措置について必要な指導を的確に行いうとともに、行政、住民、事業者がそれぞれ

まちづくりに対する責務と役割を認識し、相互に連携を図りながら、町民の間で町の

もつ良好な環境や景観や環境を活かしていく意識を高めていく将来に継承する取り組

みを進めます。 
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６．町土利用に関する情報提供と協働のまちづくりの推進 

行政が把握する町土利用に関する情報をは随時整理して、町土利用に関する基本理

念の普及･啓発を行いも兼ねて、住民にとって有用な情報提供に努めます。 

また、地域に芽生えているまちづくりの「原動力」「種」を大切にしながら、町住民

と行政とのや事業者ら多様な主体と協働によりで、基本理念の実現に資する関連計画

等に示された具体的な施策の実現をに取り組み、よりよいまちづくりを推進していき

ます。 
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１．町土利用区分の定義

　農地法第２条第１項に定める農地及び採草放牧地
の合計である。

農地及び採草放牧地の合計。

（１）農地 　耕作の目的に供される土地であって畦畔を含む。 「作物統計（農林水産省）」の「耕地面積」の田と畑の合計

（２）採草放牧地
　農地以外の土地で、主として耕作又は養蓄の事業
のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるも
のである。

「世界農林業センサス長野県統計書（林業編）」
2000年、2005年の「森林以外の草生地（野草地）」より推計。

　国有林と民有林の合計である。なお、林道面積は
含まない。

国有林と民有林の合計から林道面積を差し引き。

（１）国有林

　林野庁所管国有林、官行造林地及びその他省庁
所管国有林の合計である。

ア　林野庁所管国有林
　国有林野法第２条に定める国有林から採草放牧地
を除いたものである。
イ　官行造林地
　旧公有林野等官行造林法第1条の規定により契約
を締結しているものである。
ウ　その他省庁所管国有林
　林野庁以外の国が所有している森林法第２条第１
項に定める森林である。

ア、イ「長野県民有林の現況（長野県林務部）」の「森林面積」のう
ち「国有林」と「官行造林地」

（２）民有林
　森林法第２条第１項に定める森林であって、同法
同条第３項に定める民有林のうち、同法第５条第１項
に定めるものである。

地域森林計画対象民有林と同計画対象外民有林の面積の合計
から、民有林林道面積を除く。

地域森林計画対象民有林は、「長野県民有林の現況（長野県林
務部）」の「森林面積」のうち「民有林」の面積。地域森林計画対象
外民有林は別途推計する。

民有林林道面積「林道台帳」による。
林道延長に平均幅員を乗じて推計

「世界農林業センサス林業調査報告書」の「森林以
外の草生地」から採草放牧地又は国有林に係る部
分を除いた面積である。

「世界農林業センサス長野県統計書（林業編）」
2000年、2005年を基に次式より算出。
原野＝A－B－C＋D
A：森林以外の草生地（世界農林業センサス）
B：林野庁所管の森林以外の草生地（世界農林業センサス）
C：採草放牧地（本表「農用地」中の「採草放牧地」）
D：林野庁所管採草放牧地

　水面、河川及び水路の合計である。 　水面、河川及び水路の合計。

（１）水面

　湖沼（人造湖及び天然湖沼）及びため池の満水時
の水面である。

ア　天然湖沼（面積10ha未満を除く）
イ　人造湖
　　堤高15m以上のダムのダム湖である。
ウ　ため池
　　堤高15m未満の農業用ため池である。

ア　10ha以上～100ha未満
「自然環境保全基礎調査（湖沼編）」を基に他の年を推計する。
100ha以上
「全国都道府県市区町村別面積調査（国土地理院）」による。
イ　「ダム年鑑（日本ダム協会）」の湛水面積による。
ウ　「ため池台帳」による。

（２）河川

　
　河川法第４条に定める一級河川、同法第５条に定
める二級河川及び同法第100条による準用河川の同
法第６条に定める河川区域である。

旧国土利用計画数値による

（３）水路 　農業用用排水路である。

次式より推計する。
水路面積＝整備済水田の水路面積＋未整備水田の水路面積
整備済水田の水路面積＝整備済水田面積×整備済水田の水路
率（県計画0.081）
未整備水田の水路面積＝未整備水田面積×未整備水田の水路
率（県計画0.050）
※整備済水田面積＝区画20a以上の区画整理済水田の面積
※未整備水田面積＝水田面積一整備済水田面積
（整備済水田面積は「長野県農林業市町村別統計書」の「耕地面
積」の整備済水田面積）

４　水面・河川・水路

定　　　　　義 把　握　方　法

３　原野

２　森林

１　農用地

利　用　区　分
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　一般道路、農道及び林道の合計である。車道部
（車道、中央帯、路肩）、歩道部、自転車道部及び法
面等からなる。

一般道路、農道及び林道の合計。

（１）一般道路
　道路法第２条第１項に定める道路である。
（高速自動車国道、一般国道、県道及び町道の面積
の合計）

一般国道、県道及び町道の延長は「道路現況」による。

（２）農道
　農地面積に一定率を乗じたほ場内農道及び市町
村農道台帳の農道延長に一定幅員を乗じたほ場外
農道である。

農道面積＝ほ場内農道面積＋ほ場外農道面積

ほ場内農道面積＝水田地域におけるほ場内農道面積（A）＋畑
地域におけるほ場内農道面積（B）

A=整備済水田面積×整備済水田の農道率（0.078）＋未整備水
田面積×未整備水田の農道率（0.048）
B=整備済み畑面積×整備済畑の農道率（0.067）＋未整備畑面
積×未整備畑の農道率（0.023）
整備済畑面積＝区画整理済畑の面積
未整備畑面積＝畑面積-整備済畑面積

ほ場外農道面積＝「農道台帳」の農道延長（幅員４ｍ以上のもの）
×一定幅員（８ｍ）

（３）林道
　国有林林道及び民有林林道である。
　国有林林道及び民有林林道のうち林道規定第４条
にいう自動車道を対象とする。

国有林林道の延長は「国有林事業統計書」の「林道及び貯木場
の現況」の「自動車道」の延長から「併用林道」の延長を差し引く。

民有林林道面積は、「林道台帳」による。
林道面積＝林道延長×一定幅員（８ｍ）

　建物の敷地及び建物の維持又は効用を果たすた
めに必要な土地である。

「固定資産の価格等の概要調書」の宅地のうち
「評価総地積」と「非課税地積」を合計したもの。

（１）住宅地

 　「固定資産の価格等の概要調書」の評価総地積の
住宅用地に、非課税地積のうち、県営住宅用地、町
営住宅用地及び公務員住宅用地を加えたものであ
る。

次のア、イの面積の合計。

ア　「固定資産の価格等の概要調書」の
　　評価総地積の住宅用地面積。
　
イ　県営住宅用地、町営住宅用地及び
　　公務員住宅用地の面積。

（２）工業用地
　 「工業統計表（用地・用水編）」にいう「事業所敷地
面積」を従業員10人以上の事業所敷地面積に補正
したものである。

次のア、イの面積の合計。

ア　従業員30人以上の規模の事業所の面積は、
「工業統計表（用地、用水編）」の事業所敷地面積による。

イ　従業員10人以上29人以下の規模の事業所については次式に
より推計する。

従業員30人以上の規模の事業所敷地面積×（従業員10人以上
29人以下の規模の事業所の製品出荷額等／従業員30人以上の
規模の事業所の製品出荷額等）

（３）その他
      の宅地

　住宅地、工業用地のいずれにも該当しない宅地で
ある。

「固定資産概要調書」
「宅地」面積から「住宅地」、「工業用地」を除く。
（宅地－住宅用地－工業用地）

（事務所・店舗用地等が含まれる。）

　町域面積から「農用地」、「森林」、「原野」、「水面・
河川・水路」、「道路」、「宅地」の各面積を差し引いた
ものである。

町域面積から「農用地」、「森林」、「原野」、「水面・河川・水路」、
「道路」及び「宅地」の各面積を除く。

利　用　区　分 定　　　　　義

７　その他

５　道路

６　宅地

把　握　方　法
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２．計画の前提となる主要指標

単　位
平成22年
（実績）

令和元年
（基準）

令和11年
（目標）

10,329 9,417 8,943

14歳以下 1,217 930 841

15～64歳 5,911 4,755 4,239

65歳以上 3,201 3,730 3,863

14歳以下 11.8 9.9 9.4

15～64歳 57.2 50.5 47.4

65歳以上 31.0 39.6 43.2

世帯 3,510 3,575 3,393

人 2.9 2.6 2.6

5,115 4,415 4,472

第１次産業 610 476 463

第２次産業 1,508 1,239 970

第３次産業 2,997 2,700 3,038

第１次産業 11.9 10.8 10.4

第２次産業 29.5 28.1 21.7

第３次産業 58.6 61.2 68.0

％ 49.5 46.9 50.0

（現況）

（目標） 総人口：総合計画に示された令和10年の目標人口(9,000人)と人口ビジョンに
　　　　示された独自推計に基づく令和12年の人口(8,886人)の中間値
年齢別人口：人口ビジョンにおける令和12年の年齢別人口の割合で推計
総世帯数：3,575世帯(令和元年の総世帯数) － 474人(総人口の減少分)
            ÷2.6人(令和元年の１世帯あたり人数)　→3,393世帯(182世帯減)
就業人口：令和11年における就業率の目標を50％として以下のとおり算出
　　　　　8,943人（令和11年の目標人口）×0.5≒4,472人
　第１次産業：農業就業人口：令和元年比で13人減　→資7p参照
　　　　　　　林業･漁業就業人口：現状維持
　第２次産業：工業就業人口：723人（令和11年）　→資13p参照

              建設業･鉱業就業人口：247人（令和11年）※

　　　　　　　※平成22年から平成27年の第２次産業就業人口のトレンド推計
　第３次産業：就業人口－第１次産業人口－第２次産業人口

令和元年の就業人口
　平成22年と同様に算出した平成27年の各就業人口から、年少人口＋生産年齢
　人口の変化を基に算出

総　人　口

人

人
口
構
成
比

総世帯数

１世帯当たり人員

就業人口

人

就
業
構
成
比

％

項　　　目

％

就　業　率

＜現況及び目標規模の算出方法＞
平成22年の人口･世帯数：平成22年「国勢調査」による
令和元年の人口･世帯数：「毎月人口移動調査（10月１日）」による
平成22年の就業人口
　第１次産業：「農林業センサス」による農業就業人口
　　　　　　　　＋「国勢調査」による林業･漁業就業人口
　第２次産業：「国勢調査」による産業分類別人口（第２次産業）
　第３次産業：「国勢調査」による産業分類別人口（第３次産業＋分類不能）
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6
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01

6
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01
6

4,
0
1
6

4
,0

1
6

4
,0

1
6

4
,0

1
6

4
,0

1
6
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３．土地利用区分ごとの町土利用の推移

そ
の

他

合
　

計

利
用

区
分

農
 用

 地

森
　

林

原
　

野

水
面

・河
川

・水
路

道
　

路

宅
　

地



（
h
a）

農
　

地
採

草
放

牧
地

住
宅

地
工

業
用

地
そ

の
他

の
宅

地

88
3

86
3

85
5

83
6

△
 1

9
△

 5
△

 1
0

△
 2

△
 5

△
 3

△
 4

△
 1

9

農
　

地
88

3
86

3
85

5
83

6
△

 1
9

△
 5

△
 1

0
△

 2
△

 5
△

 3
△

 4
△

 1
9

採
草

放
牧

地
0

0
0

0
0

2,
13

9
2,

13
9

2,
14

9
2,

14
9

0

0
0

0
0

0

11
6

11
6

14
2

14
2

0

16
9

17
2

22
1

22
6

5
5

5
5

28
6

30
1

29
3

30
3

10
10

10
1
0

住
 宅

 地
20

1
20

6
26

7
26

9
2

2
2

2

工
業

用
地

13
21

11
16

5
5

5
5

　
 そ

の
他

　
 の

宅
地

※
72

74
15

18
3

3
3

3

42
5

42
7

35
6

36
0

4
4

4
4

4,
01

8
4,

01
8

4,
01

6
4,

01
6

0
19

19
△

 5
△

 1
0

△
 2

△
 5

△
 3

△
 4

原
　

野

森
　

林
令

和
元

年
（基

準
）

令
和

11
年

（目
標

）
増

減

森
　

林

道
　

路
　

宅
　

地
そ

の
他

参
考

平
成

2
1
年

（
基

準
）

　
農

 用
 地

そ
の

他
※

合
　

計

原
　

野
水

面
・

河
川

・
水

路

道
　

路
※

宅
　

地

農
 用

 地

水
面

・
河

川
・
水

路
※

上
表
で
参
考
と
し
て
示
す
前
回
計
画
の
基
準
年
（
平
成
2
1
年
）
と
今
回
計
画
の
基
準
年
（
令
和
元
年
）
の
各
利
用
区
分
の
数
値
の
差
分
に
う
ち
、
利
用
区
分
名
称
に
「
※
」
を
付
し
て
あ
る
も
の
は
、
算
出
元
に
し
て
い
る
統
計
資
料
上
の

増
減
以
外
に
算
出
方
法
の
変
更
に
伴
う
増
減
も
含
む
。
な
お
、
合
計
（
＝
町
土
面
積
）
も
平
成
2
7
年
３
月
の
「
全
国
都
道
府
県
市
区
町
村
別
面
積
調
」
（
国
土
地
理
院
）
に
よ
り
変
更
と
な
っ
て
い
る
。
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注
）

４　土地利用計画面積のマトリックス

参
考

平
成

3
1
年

（
目

標
）

利
用

区
分

合
計



５．町土利用の変化

面積
(ha)

構成比
(％)

面積
(ha)

構成比
(％)

855 21.3 836 20.8 △ 19

農　地 855 21.3 836 20.8 △ 19

採草放牧地 0 0.0 0 0.0 0

2,149 53.5 2,149 53.5 0

0 0.0 0 0.0 0

142 3.5 142 3.5 0

221 5.5 226 5.6 5

293 7.3 303 7.5 10

住 宅 地 267 6.6 269 6.7 2

工業用地 11 0.3 16 0.4 5

その他の宅地 15 0.4 18 0.4 3

356 8.9 360 9.0 4

4,016 100.0 4,016 100.0 0

その他

合　計

森　林

原　野

水面・河川・水路

道　路

宅　地

利用区分

令和元年
（基準）

令和11年
（目標） 増減

(ha)

農 用 地
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６．利用区分面積と関係指標の推移と目標
６－１．農用地面積と関係指標の推移と目標

農地
(ha)

採草
放牧地

(ha)

計
(ha)

平成22年 883 0 883 10,329 598 855 14,766

平成23年 881 0 881 10,356 581 851 15,153

平成24年 879 0 879 10,272 565 856 15,563

平成25年 882 0 882 10,155 548 869 16,089

平成26年 881 0 881 10,088 532 873 16,573

平成27年 877 0 877 9,926 515 884 17,029

平成28年 869 0 869 9,841 498 883 17,436

平成29年 863 0 863 9,711 482 889 17,912

平成30年 858 0 858 9,527 465 901 18,444

基
準

令和元年 855 0 855 9,417 449 908 19,059

目
標

令和11年 836 0 836 8,943 426 935 19,623

（現況）

（目標）

採草放牧地面積：現状維持

＜現況及び目標規模の算出方法＞
農地面積：「作物統計調査(農林水産省)」による
採草放牧地面積：該当なし
農業就業人口：平成22年及び平成27年は「農林業センサス」による平成23年
　　　　　　　～平成26年及び平成28年～令和元年は総人口と農業就業人口
　　　　　　　の変化を基に推計

農業就業人口：8,943人(令和11年の総人口)×0.048(令和元年の総人口に対す
　　　　　　　る農業就業人口の割合)　→429人(13人減)

農地面積：道路（一般道路：１ha、農道：４ha※）、宅地（10ha）及びその

　　　　　他（４ha）※への転換　→19ha減
　　　　　　※ほ場整備に伴う非農用地の設定に伴う減少

区分 農用地面積
総人口

(人)
農業就業人口

(人)

人口一人当たり
農用地面積

(㎡)

農業就業人口一人
当たり農用地面積

（㎡)年
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６－２．森林面積と関係指標の推移と目標

平成22年 2,137 10,329 2,069 53.2

平成23年 2,150 10,356 2,076 53.5

平成24年 2,150 10,272 2,093 53.5

平成25年 2,150 10,155 2,117 53.5

平成26年 2,151 10,088 2,132 53.6

平成27年 2,150 9,926 2,166 53.5

平成28年 2,149 9,841 2,184 53.5

平成29年 2,149 9,711 2,213 53.5

平成30年 2,149 9,527 2,256 53.5

基
準

令和元年 2,149 9,417 2,282 53.5

目
標

令和11年 2,149 8,943 2,403 53.5

（注）町土面積4,016ha

（現況） 森林面積：「長野県民有林の現況」による
　　　　　国有林面積＋民有林の面積－林道面積(資10p参照)

（目標） 森林面積：現状維持

年

＜現況及び目標規模の算出方法＞

区分 森林面積
（ha）

総人口
(人)

人口一人当たり
森林面積

（㎡）

町土面積に占める

森林面積の割合注）

（％）

-資8-



６－３．水面・河川・水路面積の推移と目標

水面
（ha）

河川
（ha）

水路
（ha）

計
（ha）

平成22年 0 87 56 143 3.6

平成23年 0 87 56 143 3.6

平成24年 0 87 56 143 3.6

平成25年 0 87 56 143 3.6

平成26年 0 87 56 143 3.6

平成27年 0 87 56 143 3.6

平成28年 0 87 55 142 3.5

平成29年 0 87 55 142 3.5

平成30年 0 87 55 142 3.5

基
準

令和元年 0 87 55 142 3.5

目
標

令和11年 0 87 55 142 3.5

（注）町土面積4,016ha

（現況）
河川面積：前回の「国土利用計画」の基準年の値を継続

（目標） 水面･河川･水路面積：現状維持

区分 水面・河川・水路面積 町土面積に占める
水面・河川・水路

面積の割合注）

（％）
年

水面面積：該当なし

水路面積：整備済水田面積×整備済水田の水路率（県計画0.081）
　　　　　+未整備水田面積×未整備水田の水路率（県計画0.050）
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６－４．道路面積の推移と目標

一般道路
（ha）

農道
（ha）

林道
（ha）

計
（ha）

平成22年 157 64 3 224 5.6

平成23年 155 64 3 223 5.5

平成24年 155 65 3 223 5.6

平成25年 155 65 3 223 5.6

平成26年 155 64 3 222 5.5

平成27年 155 65 3 223 5.6

平成28年 155 64 3 222 5.5

平成29年 154 64 3 222 5.5

平成30年 154 64 3 222 5.5

基
準

令和元年 154 64 3 221 5.5

目
標

令和11年 155 68 3 226 5.6

（注）町土面積4,016ha

（目標）

林道面積：現状維持

（現況） 一般道路面積：「道路現況」による
農道面積：「農道台帳」による
林道面積：「林道台帳」による

一般道路面積：0.22ha(①住宅地の増加に伴い必要となる道路面積)
　　　　　　　＋0.87ha(②工業用地の増加に伴い必要となる道路面積)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→約１ha増
①64世帯(世帯増加数→資12p参照)

　　×34㎡(住宅一戸当たりの平均道路※１面積）≒0.22ha
　※１：敷地面積300㎡の住宅地に接する４m道路の面積(左図参照)
　　　 ２m×17m＝34㎡
②0.17(工業用地に対する道路用地の比※２)×５ha(工業用地の増加

　面積)　→0.87ha増
　※２：林中工業団地における利用区分ごとの用地面積の比より算出
　　　 (左表参照)

区分 道路面積 町土面積に
占める道路面積

の割合注）

（％）
年

＜現況及び目標規模の算出方法＞

農道面積：４ha増※

　　　　　　※ほ場整備に伴う農用地からの転換による

17m

図 住宅一戸当たりに

２m

住宅地：

300㎡

道路面積：34㎡

↓

17m

２m

４m

表 工業団地における

工業用地
に対する
道路用地

目標値

1.17
工業用地 1.00 5.00ha
道路用地 0.17 0.87ha

総敷地面積

４m
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６－５．宅地面積の推移と目標

平成22年 263 15 10 288

平成23年 264 15 10 289

平成24年 263 15 10 288

平成25年 263 15 11 289

平成26年 264 15 10 289

平成27年 265 15 11 291

平成28年 265 15 11 291

平成29年 265 15 11 291

平成30年 266 11 15 292

基
準

令和元年 267 11 15 293

目
標

令和11年 269 16 18 303

（現況）

（目標）

④宅地計
（ha）

①住宅地面積：2ha増　→資12p参照
②工業用地面積：5ha増　→資13p参照
③その他の宅地面積：4ha増　→資14p参照

＜現況及び目標規模の算出方法＞

年

①住宅地
（ha）

①住宅地面積：「固定資産の価格等の概要調書」の評価総地籍の
　　　　　　　住宅用地面積＋県営住宅用地面積(庁内資料)
②工業用地面積：「工業統計(12月31日付)」による
　　　　　　　　平成23年及び平成27年は前後年から推計
③その他の宅地面積：④宅地計－①住宅地面積－②工業用地面積
④宅地計面積：「固定資産の価格等の概要調書」の宅地による
　　　　　　　評価総地籍＋非課税地

③その他の宅地
（ha）

区分 ②工業用地
（ha）
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６－６．住宅地面積と関係指標の推移と目標

平成22年 263 3,510 749

平成23年 264 3,575 738

平成24年 263 3,593 732

平成25年 263 3,591 732

平成26年 264 3,624 728

平成27年 265 3,518 753

平成28年 265 3,546 747

平成29年 265 3,549 747

平成30年 266 3,541 751

基
準

令和元年 267 3,575 747

目
標

令和11年 269 3,393 793

（現況）

（目標） 住宅地面積：人口ビジョンに示された独自推計に基づく令和12年までの
　　　　　　社会増減のうち30～40代の子育て世代の純増分128世帯
　　　　　　（令和11年時点での換算値）のうち半数（64世帯分）を
　　　　　　他の土地利用種からの転換する新規の住宅地需要面積と
　　　　　　みなして下記のとおり算定

　　　　　　64世帯×300㎡※→約２ha増
　　　　　　※優良田園住宅の建設の促進に関する法律に基づく最低宅地
　　　　　　　面積

住宅地面積：「固定資産の価格等の概要調書」の評価総地籍の住宅用地

区分 住宅地面積
(ha)

総世帯数
（世帯）

１世帯当たり
住宅地面積

(㎡)年

＜現況及び目標規模の算出方法＞
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６－７．工業用地面積と関係指標の推移と目標

平成22年 15 756 198

平成23年 15 672 223

平成24年 15 756 198

平成25年 15 739 203

平成26年 15 773 194

平成27年 15 755 199

平成28年 15 737 204

平成29年 15 737 204

平成30年 11 657 167

基
準

令和元年 11 647 170

目
標

令和11年 16 723 221

（現況）

（目標）

区分 工業用地面積
（ha）

工業就業人口
（人）

１人当たり
工業用地面積

（㎡）

工業用地面積：土地利用調整基本計画において選定した産業創出候補区域
　　　　　　　の設定面積を踏まえて増加面積を算出　→５ha増

工業就業人口：29.4人(１事業所あたりの従業者数※）

　　　　　　　　　　　　×3.6事業所(敷地面積５ha相当の事業所数※）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「2019年工業統計調査」
　　　　　　　→106人増
　　　　　　　平成22年～令和元年の工業就業人口の変化を基に推計
　　　　　　　→30人減
　　　　　　　→差し引き76人増

年

＜現況及び目標規模の算出方法＞

工業就業人口：「工業統計(12月31日付)」による
　　　　　　　　平成27年は平成26年と平成28年の中間値

工業用地面積：「工業統計(６月１日付)」による
　　　　　　　　平成23年及び平成27年は前後年から推計
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６－８．その他の宅地面積と関係指標の推移と目標

平成22年 10 10,329 10

平成23年 10 10,356 10

平成24年 10 10,272 10

平成25年 11 10,155 11

平成26年 10 10,088 10

平成27年 11 9,926 11

平成28年 11 9,841 11

平成29年 11 9,711 11

平成30年 15 9,527 16

基
準

令和元年 15 9,417 16

目
標

令和11年 18 8,943 20

注)その他の宅地面積には事務所、店舗用地等が該当する

（現況）

（目標）

　　　　　　　　※474人÷2.6人（１世帯当たり人員→資3p参照）×746㎡
　　　　　　　　　（１世帯当たり住宅地面積→資12p参照）≒14ha

＜現況及び目標規模の算出方法＞
その他の宅地面積：宅地－住宅地－工業用地

その他の宅地面積：令和元年～令和11年にかけての人口減少（474人減）に

　　　　　　　　　伴い、これに相当する住宅地面積約20ha※のうち２割
　　　　　　　　　が「その他の宅地」になると想定して約3haの増加を
　　　　　　　　　見込む

区分 その他の宅地面積
注）

（ha）
総人口
（人）

１人当たり
その他の宅地面積

（㎡）年
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６－９．その他の土地面積と関係指標の推移と目標

平成22年 341 10,329 330

平成23年 330 10,356 319

平成24年 333 10,272 324

平成25年 329 10,155 324

平成26年 330 10,088 327

平成27年 332 9,926 334

平成28年 343 9,841 349

平成29年 349 9,711 359

平成30年 353 9,527 371

基
準

令和元年 356 9,417 378

目
標

令和11年 360 8,943 403

注)その他には公園･緑地･広場等の公共空地、公共用建物用地等が該当する

（現況）

（目標）

区分 その他
注）

（ha）
総人口
（人）

１人当たり
その他の土地面積

（㎡）年

＜現況及び目標規模の算出方法＞
町土面積－（農用地＋森林＋原野＋水面･河川･水路＋道路＋宅地）

その他面積：４ha増※

　　　　　　※ほ場整備に伴う農用地からの転換による
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図 土地利用現況図 

Ｎ 

出典：国土数値情報（H28） 
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